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［特集 水銀条約制定に向けての国際動向］

水銀および、水銀含有廃棄物の管理に関する現状

高岡昌輝キ ・福 田 尚 倫＊ ．吉元直子＊

［要 旨］ 本稿では。最初Jに円本 EU. アメリカでの水銀廃棄物の発生量 処分 ・保管等の現状にっ

し、て紹介した。｜二｜本においては 水銀の大気判｜出インベントリーとマテリアルフローから水銀の最終処

分 ・回収±rlの推定を行った。その結果 最終処分されている水銀量と回収量を比べると｜旦｜収量の方が大

きいことがわかり EUと比べても阿収率が高いことが示峻された。今後！一次鉱出だけでなく問収さ

れた水銀についても輸出することが禁じられる可能性があり 。余剰水銀や水銀含有廃棄物はその含有率

に比、じて長)t)J 永久保包あるいは適正処分が求められる。そのため．この間他を決めるための基礎的な

実験的検討を行った。その結果 ハーゼル条約やスウェーデンが独自に定めている水銀含有廃棄物の基

準 01%には一定の合理性があると考えられた。今後は 水銀の安定化機構や長期的な安定性に関す

るさらなる科学的知見の蓄積が必要である。

キーワード 水銀合有廃棄物余乗lj水銀長期保管迎正処分安定化
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1. はじめに Jt~や製品への不使用化が進むことにより 余剰水銀が発

生する。これはもはや使用問途がなくなることから有害

水銀は有JIJな物質であるとともに 重大な健康影響を 廃棄物として扱わねばならない。

もたらす物質でもある。水銀の地球規絞のリスクに｜羽す 2011 Jt二の lJcjに千葉で開催された第 2阿政府J/¥J交

るさまさまな科学的知見が集積されて 国際的に水銀使 渉委員会 （IntergovenmentalNegotiating Committe巴

用低減の潮流ができ 国連環境計耐 （UNEP）が中心と INC）で事務局から提出された条約要素案4にて。生産

なって告別枠組みを構築しようとしている。この，－1:1で俊 プロセスや廃棄物から回収された金属水銀の処JHl.・処

先的に11＼／.り組むべきことのひとつに水銀廃棄物の処理 ・ 分 ・保管に関することが述べられている い。安全な長

処分 ・保管があげられている。金属水銀は常温て、液体て、 !tfJ 永久保管および最終処分を想定する場合には その

あり 容易に抑発する特性を持つことから 非常に移動 ｛則正化学形態は より移動｜生が低く 環境影響の少ない

性の高い物質であり 製品や生産プロセスにおいて使用 安定なものが望ましく 金属水銀を安定な保管化学形態

されると 気体液体 固体それぞれに分配される。し へ変換することが必要となる。ハーゼル条約のテクニカ

かし最終的に環境中で安定的な形で保省 ・処分するに ルガイドラインでは，このような金属水銀から成る廃棄

は移動性の低い国体に集積されてくることから 凶体 物を「Wastesconsisting of巴lem巴ntalmercury Jと呼ん

（廃棄物）の管理が重要になってくる。さらに これま でいる＇ 0 

で有価で取り引きされてきた水銀が生産プロセスの変 条約要素案 12では！民棄物となった水銀添加製品，
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石炭火力発電所からの飛灰など保管場所の問題等から

長期保管が現実的でない水銀含有廃棄物については適

正に処分する という lll/.り扱いを提案している Io パー

ゼル条約のテクニカルガイドラインでは．蛍光灯や体

温計なと、水銀添加されている製品が廃棄物となった場

合 「Wastescontaining mercuryJと！焼却飛灰なとに

水銀含有されている場合は 「Waste.contaminated with 

mercury」と呼んでいる九 現段階ではこれら廃棄物を
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長JりJ.永久保管するのか環境 l.i也jJ：な方法で処分する

のか とちらの扱いにするかを切り分ける境界となる水

銀含有不が決められていない。条約袋一素案て、はハーゼル

条約との枠合性をとりながらこの水銀含有率を設定する

ことが提案されている。この水｝N合1.J率を設定すること

は 保管ーされるべき水銀孟を決めることにつながり % 

~な意味をもっ。

本稿では. El木 EU . アメリカでの水銀含有J~f.棄物

の発生量 処分 －保管等の現状について紹介した後 J

記で述べたように第 2回 INCの条約要素案では．長

期 －永久保管と適正処分との境界となる水銀Ir&葉物の含

有率を決めると提案されていることから．この閥値に関

して基礎的な実験的検討を行った結果を示した。最後に！

日本における水銀含：白廃棄物の保管 処分の課題を述べ

た。

2. 日本，アメリカ， EUの水銀および、水銀含有

廃棄物の現状

2. I 日本

処Jlll1去においては句環境i1告子］； 13サm1H試験を行った

結果 Jj(}J｛溶IH1iちが 0005 rng/Lの波j交を卜阿る場合に

は 適正に処理した依 0005 rng/L U、ドであることを｛確

認して 管理型の最終処分場に投入することとしている。

水銀浴，＇I・＇，値がこの他を越え るような場合はl i[I折型tJ:l[立

処分場での処分管理となる。つまり 含有率での基i¥t

はなく ！溶出値のみで判断される。

2005年におけるこのような残法廃棄物由来の水銀量

について！費出らが求めたH本の水銀の大気排出インベ

ントリーの排出ポテンシャル （各排出源に入っていく水

銀量）い と大気への初出量の差から概数を見積もった。

たとえば都市ごみ焼却施設からの大気への排出は

0.098～0.236 to口／年と推定されており。都市ごみ焼却施

設への流入水銀量 （州出ポテンシャル）は排出係数や排

1'±'iil:b威主力者三なとを用いて。 1.31～3.15ton／年と見積もら

れる。したがって。この差 （121～2.91ton／年）が基本

的に廃棄物として存在しうると考えた。つまり，排水へ

移行したとしても キレート樹脂なとの処理により最終

的に廃棄物として排出されると考えた。表 lに各排出源

からの固体廃棄物としての水銀量を示す。燃焼残溢なと

日本における全体の水銀のマテリアルフローについて に含まれる水銀量の託、計は 13.9～ 18.2ton／年と推計され

は 環境省が詳細に報告していることから別報を参照し た。なお 付｜出係数が示されていないj.JI＇こ出源（非鉄金属

ていただきたしリい。 その中で廃棄物関連部分のみをこ 製錬。セメント製造 カーポンブラック製造守ハ yテ

こで取り上げると 国内の水銀回収再生 リサイクル リー製造電気スイ yチ製造蛍光灯製造火葬蛍光

量については製錬高I]雄物等からは約 75ton／年が回収さ 灯回収粉砕歯科アマルガム運輸）は この中に含

れていると推定されている。特に｜壬l内の非鉄金属製錬業 まれていなし、。セメント製造。運輸以外は大気への排出

界では. 1993年に発足した再資源化部会（野村興産制 量は 013 ton／年以下であるため，大きな影響は与えな

も加盟）によって製錬廃棄物の逆有償処理 （有価物の聞 いと考えられる。またセメント製造は別途貴田らによる

Ji又）を進めており ＇＂.非鉄金属製錬における製錬副産物 とjJl't／＇，ポテンシャルと大気への排出が同じであるとの試

からの水銀回収量は 66.8ton／年と大部分を占めている。 第ーがあり＇ ＇.運輸についてはほとんど水銀を除去できて

電池照明器具。計測機器無機薬品医療機出汚泥 いないと想定されることから両JJII±¥源とも廃棄物とし

建設機材．吸着斉ljなとごの製品 ・廃棄物からは約 15ton/ ての排出はほとんどないと推定される。なお。鉄鋼・製

年が回収されている。国内の水銀需要量は近年 10ton/ 鉄の:tJI＇出 およひ、下水汚泥の排出については著者らの調

年程度であるから！この製品 ・廃棄物からの同収量は 査によった＇・＂ ＇。 なおI F水汚泥焼却では多くの水銀が

ほぼ合致しているヘ 個別の製品への需要量については スクラハー:tJI水に移行すると推定されたので 飛灰 （国

電池用は 15ton／年，電球 （蛍光管.HIDランプ）で4 体）への材｜出は見積もっていないヘ 非鉄金属製錬の排

ton／年程度である。蛍光管に関しては最新の調査によ 出ポテンシャルは不明であるが上記の回収再生量が

り園内の年間流通量約 63.COOton／年（蛍光管ヱ重量）に わかっていることからこの推計値には入っていない。ま

対して約 3割が回収され 回収量は 356～928kg／年。｝と た都市ごみ焼却残液の一部や石炭灰がセメン卜製造に

報告がある。 最終的に回収再生された水銀は 2C~2～ 利用されている。貴田らはセメント製造において 6.28 

2006午ーの 5年間の平均で約 108ton/if三が輸出lされてい ton／年のポテンシャルのうち 196 ton／年が廃棄物由来

る。過年度の在庫などの影響があり上記の回収総量 であることを明らかにしている；1。これらの部分は循環

(75+ 15 ton／年）とは完全には一致していない。 している部分であり 推計値からヲ｜くと。約 119～16.3

｜ニ記は回収。再生された水銀であるが これ以外には ton／年となる。

都市ごみ焼却施設や石炭火力発言E所の飛灰のように微量 上記の回収再生量のうち守 75ton／年と 66.8ton／年

ながら水銀を含む廃棄物がある。わが国における廃棄物 の差が他の製造部門からのリサイクル量であると考えら
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表 l 大気判H~量から逆算した残溢l先発物 11 l来の水fl{量

大気への十Ji:,'U坑 判Ill＼ポテンンヤル l発築物11：水j：）；［甘l
(ton/1J.) (ton/if') (ton/if'.) 

石炭燃焼
火力発’也 l 2 4.5 3.3 

極楽ーボイラー 0.57 11 0.51 

:1=iir11r1;・1立
火力発屯 0.30 11 0.80 

産業ボイラー 11 2.0 0.97 

一般廃業物炉、焼 0.098～0.24 1.3～3.1 1.2～2.9 

医療廃築物燃焼 0.57～1.7 1 l～3.2 0.52～1.5 

f7Jq号泥i4V；、Ii if！融 0.258～1.5 0.50～2.8 。
！充プラスチ yク類 0.017～0.66 0.033～1.3 0.016～0.60 

紙くず 。α）55 0.011 。α）51

木くず 0.013～0.12 0.025～0.22 0.012～0.11 

産業廃棄物K＇！＇焼 繊縦くず 0.0033～0.011 O.CC63～0.021 0.0030～0010 

コムくず 0.0Cl021～O.CJl9 4.0E 05～0.0036 l.9E 05～0.0017 

その他汚泥 0.66 1.27 0.61 

シュレ yダーダスト 0.049～0.79 0.C94～1 .5 O.C45～0.73 

鉄鋼 ー製鉄 4.1 8.5 4.4 

非鉄金属製錬 0.52～4.61 (668) 

セメン卜製造 8.9 

1=11反石製造 I.I 1.3 0.27 

カーポンプラ yク製造 0.12 

コ クス製造 0.89 1.7 0.81 

パルプ・製紙 0.43～0.65 0.82～1.3 0.39～0.60 

出L素アルカリ工業 。 。 。
パ yテリ ー製造 0.0018 

電気スイ yチ製造 。α〕43

蛍光灯製造 0018 

火葬 0.056 

蛍光灯回収 ・粉砕 7.2E〔3～90E06 

岩手｜アマルガム

運輸

れるが守汚染土壌なとからの回収も寄与している可能性

があり ここでは評価しなし、 また。製,'f,~ のための水銀

需要量 （約 10ton／年程度）と廃製品からの水銀回収量

（約 15ton／年程度）を比べると回収量の方が多いが前

述した電池電球用の需要量約 5.5ton／年のうち 5ton／年

が回収されずに廃棄物として最終処分されているとしてl

残溢系廃棄物の推計値と合算すると。年間 16.9～21.3

tonが最終処分されていると推定される。

以上より 現H寺点では約 90ton／年が回収再生され．

約 20ton／年程！主：が最終処分され. 20～30 ton／年が大気

放出されていると推定される。EUでは非鉄金属製錬以

外の廃棄物中の水銀は 400ton／年程度発生し平均回収

率は 25%であることが報告されている山。H本におい

ては非鉄金属製錬を｜徐いた場合回収再生霊が 23

ton／年程度最終処分量が 20ton／年程度であることか

ら 日本の同収率は 53%程度とな り，EUに比べて高

いといえよう 。非鉄金属製錬も含めた全量での回収不

0003 

0 77 

(90/110）はH本では 80%を超える。しかしながら 非

鉄金属製錬の回収率によってはこの数値は大きく変化す

る。上記の推計は非鉄金属製錬業界からの報告値である

95.3%の報告値を用いているが.EUでは非鉄金属製錬

および天然ガスの精製プロセスから 350～410ton／年の

水銀が回収可能な副腫物として存在し現在，そのうち

65～90 ton／年が回収されていると報告されている山。

2.2 アメリカの現状

アメリカでは！水銀含有率で 260mg/kgより高いも

のは高レベル廃棄物とし。熱処理等により 260mg/kg 

以下にして洛出試験 （TCLP）で 0.2mg/L 以下としな

ければ処分できなし、。含有率が 260mg/kg 以下のもの

は低レベル廃棄物とし，熱処理（retort）後残溢以外の

廃棄物はなんらかの処理によって 0025 mg/L 以下とし！

熱処理後残溢は溶出試験で 0.2mg/L 以下とする必要が

ある Ill。つまり 図lに示すように アメリカでは，保
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余剰水銀 ぅ保管 一→ 保管施設

1 － 廃鉱山
処理水銀 一 「 「

廃棄物 「ー処分l〕 埋立処分場

汚染サイト水銀

図l アメリカにおける；JzJNj~~ ：i"i＇処分の枠組み II

管と！発禁が分間L舵＇1、されており。水銀合右手iが 260

mg/kg））、←卜とそれ以←卜で府別の対Lじが刀一、されている。

製品 何色禁物あるいはi':i染サーイ 卜なとから阿irxされた

金以水銀は保信施設や廃鉱山にて貯蔵する。この同収過

程からでてきた廃棄物の処分については さまさまな処

理安 定化処理が施され出立処分場あるいは廃鉱｜｜｜に

処分される。アメリカの今後 40ilclMJで発作する余剰水

銀は約 10.〔:JOtonと見積もられている I"o このうちの約

半分が金採掃の高lj産物である。また l~t棄物の回収など

は約 2.300tonで 1.000 ton程肢は1信号ミアルカリ コー坊の

閉鎖にや｜’うrn出が見込まれている。これまでは輸出が可

能であったが 2oos:rr・ io J J に 2013i1°までに水銀の1＇前

出を祭Jtする法条が議会を通過し I ス統領の"fr-名を似たc

したがって 2013年以降は大量の余乗lj7J＜銀を保管ある

いは処分しなければならなしい：10 アメリカは 同防総省

(Department of Defens巴 DOD ） の ii!~lll品仙苔物質とし

て 4.436 tonの水銀を約 50年間保管してきた実績があ

る 11 • 。 今後は 水銀の輸出禁止にi'i'’って将来的に発生す

る余剰J;J<Wの似：n－竹明lはエネルギ一行 (De1コartrnent

of Energy DOE）が行う，＼t11l1jとな っており I DODの

これまでの尖績にならい t !:r'.'1,・r:：水j;pの状態でj也Ii呆竹す

る予7主となっている。ただし DODの4.436tonの備蓄

は｜巨｜防」t刈局 (D巴［巴nseLogistics Agency DLA）に

よってネハダのホーソン際平命！市に仇け守される予定と

なっている

DOEは40年11¥Jで発！｜するこれらがJ10.000 tonの余剰j

水銀を長J!)J保科するため 凶 2に示す 7つの保管候補地

を想定し これらの保竹候補地に対する環JJ:／＇影響評 価

(Environmental Impact Stat巴m巴nL EIS）を行った1210 

それぞれの保管地に対する地震 水源，社会基盤！環境

1義の項目に｜羽して百十個fiがなされた。その給与Ii: アイダ

ホとテキサスの候補地のJJ;'./:lr~影響が小さいことが示され

さらにその他の要ヨミ （周辺の人u笥度 鉄道の有：加な

と）も考慮した結』Ii: テキサスの候補地が一番望ましい

保管地であるとされた。アメリカの余剰水銀の保管の方

法は 金1,gi,水銀の状態のままでの地 l保信である。主要

な水銀保：i＇＼－容器は 2種類あり 76ポンドフラスコ （3L 

z＋器で 34kg相当）とltonコンテナである 1.;0 フラス

コは典型的に鋳鉄かステンレススチールで作られる。

DODの水銀備蓄では 水銀をI主入した 6本の 76ポン

ドフラスコをl吸収ノfyドを吸いたドラム千Iiの1-1-1に入れ．

これらの ドラム缶を結み上げない形で合同3に厳重保質し

ている Ii¥ (Ii~］ 3）。こilに対し.DOEが作！戎した水銀保

竹のための自定ガイドライン 1；では 76ポン ドフラス

コと ltonコンテサの 2種類の谷器で保告するi1tnlfiが立
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図2 アメリカにおける金属水銀保管候補地＂
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区13 アメリカにおける金属水銀の地上保活l州

てられている。倉庫の床は水銀の重量に耐えられるよう

鉄筋コンクリー卜裂とし 表而はエポキシ封.iL剤力ll工に

より強度を増すとともに 漏洩水銀を封じ込めるように

する。その他！照Hー1換気装置消火システム 政視シ

ステムの導入が必要である。これらは新しい建設が必要

な場合の建設計画であか既存の施設に保管寸る場合は。

水銀保管に過した改装が必要となる。

2. 3 EUの現状

EUにおいては 2005年に欧州委員会により水銀汚染

に取り組むための包括的な戦｜｜｜告が提案された M。EUお

よび世界全体で水銀の使刷ー初出をj'jlj滅するための一連

の行動を示すものであり i この戦略では産業界で不安と

なった余剰水銀の安全な保管にも取り組んでいる。また

2011年までに EUでの水銀輸出を段階的に廃止寸るこ

とも 7,¥fり込まれている。この水銀輸出禁止規則案は

2008年 9月に最終的な法案が採択され 2011 it二3月よ

り 塩素アルカリ産業やその他特定の事業活動で水銀を

使用することが禁止され 安全な保符が義務付けられる

こととなった。EUでは 塩素アルカリ陵業界が最大の

単独水銀ユーザーであるが！少なくとも 2020ifまでに

水銀プラン卜を｜羽鎖するか他のプロセスに転換するこ

とをすでに約束しており。 2020年までの閉鎖で約 12.000

tonの余剰水銀が排出されると見積もられている円。

EUでは地下の岩塩採掘跡 （岩j孟坑）およびfi'E岩倣内

に有害廃棄物等の処分が行われており．この経験を基に

余剰水銀の保竹ブ；・，去が検討されている加。これらの地下

処分場はJ1~M性廃棄物の故終処分場としての検討がなさ

れており 余剰水飢の保管 ・処分にも適用できる cl0 岩

j~~~坑の特徴として ガスや気体の不浸透性I 高い安定性

生物園との｜羽離など廃棄物の保？守 処分に~主した条件

を有しており 金i,ri,水銀や水銀化合物の保告にも適して

いると考えられているが 岩Jj¥fcであるため水溶性が高い

ことが欠.＇.＇iである 。 ヨ 一 口 y パには地下の右’·~；＇. J~fi棄物処

分場として｛＇rJJHされている岩塩:t／［は卜‘イツとイギリスに

計5ヶ所あり！ ドイツではJj(｝見合右民棄物を過去数卜年

17¥J処分 。保管してきた実績があるが！金属水銀や水銀化

合物そのものに｜刻しては前例がない。一方 i"4~ ＼，、地下岩

盤は むJj昆ガuこ比べると高い強度を有しており水浴性も

低いが。特に結品質岩の場合に亀裂が生じる可能性があ

り 保管形態が金属水銀の場合には環境への放H~が~IF 念

される。

スウェーデンでは地下深部のむ除｜付に l.COO 年の朋 ~tJ

で保管する計画を立てていたが＂ 2009年 ドイツの

既存の地下保管施設に移送する方針を決定した出 。この

方針変更は 新たな保管施設の建設にはドイツの保管施

設に移送する場合の約 15倍のコストがかかるためであ

る。この決定とともに スウェーデン政府は水銀の全而

的な使用禁止を決定している。また．ノルウェーは．安

定化を行えば最大て7j(}J~含有率 10% の水銀含有廃棄物

が処分可能な地 F施設を 2ヶ所所有している c・I＞。

iii新の EUの報告書によると 余剰水銀の岩塩坑およ

び硬岩盤内における地下保管および地上保管を想定した

各オプション （図4）のフイーシビリティスタデイが行

われた却＇c ここでは保管に先立った安定化処理の有無が

考慮されており 安定化を行う場合は永久保管のみを1出

定し 安定化をせずに金属水銀の状態で保f首ーする場合は

暫定保管と水久保管の 2つのパターンが考慮されているc

経済的および環境的評価に基ついた分析の結果 最終的

に下記のオプションが推奨されている。

① 金属水銀の前処理 （硫黄安定化）後． 岩塩坑で・・ti<

久保管 （最高レベルの環境保護 許谷可能なコス

ト）

② 金属水銀の前処理 （硫黄安定化）後 ；~~ ＼，、地下岩

館内で永久保管 （高いレベルの環境保護。許容可

能なコスト ）

図4 EUにおける水銀保管オプション加1

- 45 -



380 高岡 Jゴi 姉招｜土I 1"';1 倫古冗 l釘 －r

③ 金属水銀を岩羽:lJ'Lで水久保管 （高いレベルの環境 3. 水銀含有率の闇値に関する基礎的検討

保護 コス 1--i;ilJ減＇／.JJ染が最も高い）

暫定的保省とは ｜｜守11¥J枠として 5年間が推奨されてい 上記で述べたように 水銀合有廃棄物は日本や EUで

る。暫定保管’オプションとして可能性があるのは岩塩坑 は溶出試験により規定されており 含有率に関する基準

および地上施設での金属水銀の暫定保科ーとされており は見当たらない。一方でパーゼル条約やスウェーデンで

金属水銀を深い地下岩盤｜人lで暫定保管するオプションに は01%と含有率が規定されている。またアメリカにつ

ついては望ましくないとされている。これは！岩盤の性 いては 260mg/kg という独自の基準をもっており， ~IJ

質として亀裂が生じやすいため 金属水銀の流出や榔発 途溶出濃度についても規定を持っている。ここでは。模

が起きた場合に生物園へ侵入する可能性があるためであ 擬水銀含有廃棄物に対して通常の安定化処理を行った場

る。 合の円本の溶出試験（直およびアメリカの TCLP試験値

以上のオプション分析のほか。保管に関する基準と施 と水銀含有率との関係を求め 通常の安定化処理では処

設が満たすべき要件の検討が行われている。金属水銀の 理しきれなくなる水銀合有率がし、くらになるのかについ

受入基準は純度が 99.9%以上，他の金属 （鉄。ニ yケ て検討した。

ル，銅等）の含有率＜20mg/kg. ナトリウム含有率＜ l 具体的な実験方法としては，水銀化合物を添加した都

mg/kg. 保管容器の材質はステンレススチールまたは 市ごみ焼却飛灰 （ス卜ーカ一式焼却炉 A工場のパグ

カーポンスチールとされている。また安定化水銀の受入 フィルタから採取）をキレート斉IJ （高分子重金属捕集

基準は！水銀蒸気圧＜0.003mg/m3.欧州｜規格 EN1247/ 斉IJ アッシュエース L5000M 目立造船側）によって

1-4に定められる溶出試験（液固比 10L/kg）の溶出 処理し 環境庁告示第 13号法に従って浴出試験を行っ

値＜2 mg/kg dry massとされており ？保管場所の最小 た。キレート剤によってとれだけの濃度の水銀を不溶化

深度は 3COmと提案されている則。 することができるか検討するため。 3種類の水銀化合物

一方で EUにおける水銀含有廃棄物に対する基準は (HgCL HgO HgCJ，） をそれぞれ混合した焼却飛灰に対

日本と同様の埋立処分に対する浴出基準のみであり してキレート添加量を変えて実験を行った。これらの化

EN 1247/1-4に定められる浴出試験で、表 2に示すように 合物種は水銀含有廃棄物中に多く存在すると考えられる

埋立処分タイプごとに定められている加。 液固比 2LI 形態であり溶解度の違いから選択した。もともとの飛

kgの溶出値＜0.5mg/kg dry mass. i夜固比 10L/kgの 灰には 17.1mg/kgの水銀が含まれていた。溶出液中の

溶出値く2mg/kg dry mass. percolate試験で＜0.3mg/L 水銀のi¥!IJ定については 還元気化水銀iJ!IJ7包装置（マー

であれば有害廃棄物処分場に処分できる。EU内の各国 キュリ－ RA→2 日本インスツルメンツ社製）で行った。

で独自に定められている値もあるが それらはこの EU l条件につき 2サンプル作成し 各サンプルを 2巨lずつ

基準よりも厳しし、。また。各国では水銀含有率に関する 測定して得た 4つの値の平均値を結果とした。

基準が定められているところもある。オーストリアでは 最初に水銀を添加していないもともとの A工場の飛

l～20 mg/kg TSの厳しい基準があり 埋立処分のタイ 灰の溶出量を測定すると 00005 mg/Lより小さく I 検

プに依存しているが硫化水銀であれば 3.000mg/kg 出されなかった。したがって.A工場の飛灰そのもの

まで可能である。ベルギー （フランダース）では 0.5% は安定化処理が必要ない結果となった。ところが凶 5に

であり硫化水銀はこの値から除外されているが実際 示すように，各水銀化合物を 0.1%添加した場合は，い

の閲値は 100mg/kgで運用されている。スウェーデン ずれも埋立判定基準 （0005 mg/L）以上の水銀濃度が

は唯一、保管に対する含有率基準を決めており ，水銀含 検出され安定化処理が必要で、あることが概認された。

有率 01%を越えるようであれば地下保管することと HgCl. HgO. HgCJ,の水への溶解度は。000020 (25℃）． 

なっている。 0.0053 (25℃）， 6.9 (20℃）であることから却 水銀溶出

表2 EUにおける水銀廃棄物の処分基準201

埋立タイプ
L/S=2 L/kg L/S=lOL/kg Cυ（percolating試験）
mg/kg dry mg/kg dry mg/L 

安定型処分場基準 0.003 0.01 0.002 

非有害廃棄物処分場で有主
0.05 0.2 0.03 

l充当L物を処分できる基準

有告廃棄物処分場基準 0.5 2 0.3 
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HgC I ，添加l模擬／~＆棄物における TCLP 試験溶 ／.！：＼ i11~ 

度と水銀含有率の凶係 単位 mg/L

水rn含有半

水銀および水銀合布廃棄物の？？引にWIする現状

表4

l¥o 

0.052 

は予ji出試験の pHにより酢酸$iW.を選択し 行った。自ji

酸を片1し、ての浴出結果であるため いずれの添加I量でも

環告 13号試験の洛出値を上阿っている。アメ リカでの

基準については含有率 260mg/kg (0 026%）以上の

ものは熱処理等の操作等により 0.2mg/L 以下という基

準を満足しなければならないが 今回のキレートによる

安定化では水銀含有率 1%でも 0052 mg/LとTCLPの

基準を満足 していた。260mg/kg 以下の熱処理残溢以

外の廃棄物の基準である 0025 mg/Lも。水銀含有率

0.1%以下では満足していた。

以上の基礎的な検討より ハ一七、ル条約やスウェーデ

ンが独自 に定めている水銀含有廃棄物の基準 0.1%に

は一定の合理性があると考えられる。 しかしながら

HgCJ,へのキレートの添加量は相対的に大きく 守また他

金属の存在やその形態などにも水銀洛1-H量は影響される

ことや 廃棄物の種類や性状により異なることも想定さ

れる。したがって 安定化の機構や長期的な安定性に関

するさらなる科学的知見の蓄積が必要で それらを考慮

した上で水銀含有率は決定される必要があろう 。

0.1% 

。α）50

Ofi% 

0.0016 

;f;;)Jllノ1＜針！｛!ft

llgCIと

4.0 

01%水銀含有模擬廃棄物からの水銀溶出特性

（環告 13号試験）

HgCl2 HgO 

水銀化合物種

Hg Cl 

3.0 

2.0 

図5

1.0 

。。

（く回
E
）
州
問
酬
明
召
使
国
輔
耗

添加水銀種ごとの環告 13号湾出濃度と水銀含有

率の関係 単位 mg/L

-------zi＇銀含有率
七f:;!J11水銀長f[

HgC! 

HgO 

HgCI, 

表3

日本では回収 ・再生 リサイクルされている水銀量が

90 ton／年に対し 最終処分されている量は 20ton／年程

度と見積もられることから！まだまだ蛍光管などのリサ

イクル平に上昇余地はあるとはいえ。EUと比べると全

体として見たときの日本の水銀回収 再生システムは健

全であるといえよう 。 ただ，これは水銀が有価で•·Ill': り引

きさicているカBら回っているシステムで、あるといえ！今

後水銀が廃棄物としてのみの取引になった場合にも健全

なシステムが働くようにしていかねばならなし、。一方．

水銀保管の点で、は。EUやアメリカはそれぞれ独自の方

法で水銀を保管する方向を見出している。日本は地震や

台風なとの自然災害の多発地域である ことを考慮すると

アメリカのような金属水銀での保管は リスクが高く ！

EUのような適した岩自民鉱はなし、。 したがって 新たな

日本式の管理の在り方を模索していく 必要がある。今後。

日本においては水銀の安定化方法や最終保管法に関する

技術的要件．水銀回収システム 保管用地の立地や関係

法令の？と備なとの社会 .ii山
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わお4 

5% 

濃度は溶解度の順になっている。｛容出試験の pHは

10.8～11.4程度であり アルカ ＇）域では HgCIの溶解度

は高くなることが。水谷らの調査によりわかっており

その傾向とも合致する九

これに対して？キレート剤を添加した場合の結果を表

3に示す。キレート斉I）の添加量は予備的な試験をもと に

HgCL HgOは5%. HgC！，に対しては 12.5%とした。i容

副！飛灰等の安定化においてはキレート添加l量が 10%を

超える事例が散見される。本結果より ．環告 13号試験

の結梨では 3%以上の含有率の場合はいずれの形態で

も大きく埋立判定基準を超えている。また。1%におい

ては.HgCIについては基準以下であるが。HgO_HgC!, 

については基準を満たしていなかった。01%まて、水銀

含有率を下げるとすべての形態で 00005 mg/L 以下と

なった。つまり，潔告 13号試験からは水溶性の水銀で

あっても 01%以下の水銀含有率であればt 概ね現在の

安定化手法で埋立判定基準を満たすことができるといえ

よう 。

この中で最も水溶性の高い HgC！，を選択し 01%付

近での水銀洛出挙動を倣認するため 添加量は 005%. 

01%。1%と設定し I アメリカの TCLP試験により安定

化物を評価した。その結果を表4に示す。TCLP試験で

日
一
日
－
u

3% 

ロ
一日
一
日

1% 

則
一
比

一則

似一。
一仏

側

側

側

く

く

く
∞
一∞
一∞

く

く

一
＜

0.1% 0.05% 
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関係主体l:IJの賀川分j1Jなとの経済的安件なと多くの検討

事項があり JJl:\1の水銀を 11~ り巻く状況およびWJ係主体

の泊、見なとを踏まえながら よりよいf品目！システムを考

えていカ、ねl工ならなし、。
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Abstract 

This paper begins by introducing the current status fo r discharge. disposal and storage of wastes that 

contain mercury in the countries of Japan. EU and USA. In Japan. the amounts for both landfilled and 

recovered mercury are estimated using an air emission inventory and material flow of mercury Results 

show the amount of landfilled mercury to be much lower than that of recovered mercury. In the near future. 

the export of recovered mercury to other countries is likely to become prohibited. In such a case. surplus 

mercury and wastes that contain mercury will requ ire the implementation of measures for fina l disposal or 

permanent. long-term storage. which corresponds to the mercury content in the waste. In this study. basic 

experiments have been conducted to determine the threshold for long-term storage from the viewpoint of 

mercury release into under ground water. The results suggest that the threshold for wastes containing 

mercury specified in the Basel Convention and Sweden is reasonable at a rate of 0.1 %. It will now become 

important to look into enhancing the scientific knowledge surrounding the long-term stability necessary for 

appropr iate disposal and storage of mercury and the mercury that is contained in wastes. 

Keywords: mercury containing waste. surplus mercury. long-term storage. appropriate disposa l. 

stabilization 
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